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(付)吉見林道法面採集土器の胎土分析

白石  純

1.分析の目的

この胎土分析では、吉見林道法面で採集された弥生時代後期の土器を蛍光X線分析法により分析 し、

同一遺構内から出土 したと推測される器種の異なる土器の間で胎土に差がみられるか。また現在までに

分析データを蓄積 している津山市内や山陰の各遺跡出土土器との比較を行った。

2.分析結果

分析方法は蛍光X線分析装置 (波長分散型 :リ ガク製KG 4型 )を用い、試料作製、測定方法などは

従来の方法に従った。

分析試料は、第 1表に示 した11点の土器で器種別にみると、甕・長頸重・高杯・器台・鉢などであ

る。そしてK、 Ca、 Sr、 Rbの 4元素に差がみられることから、この各元素を用いてXY散布図から分析

値の差異について検討 した。この結果、第 1図砲O CaO、 第 2図Sr Rbの各散布図から詳細に検討する

と、6(器台)、 9(鉢 )、 12(鼓形器台)と 5(器台)、 13(鼓形器台)と 4(直頸壺)、 10(鼓形器台)

に分かれる傾向にある。また、10～ 13の 鼓形器台は胎土的にまとまらず、個々に離れ散漫な分布をして

いる。

そして津山市内、山陰の各遺跡との比較では、津山市内の大田十三社遺跡、京免遺跡の土器が分布す

る領域に吉見林道法面採集の土器が分布する。

以上、吉見林道法面から採集した土器の胎土分析を実施したが、この分析で明確になったことを簡単

にまとめると、

(1)吉見林道法面採集の同一遺構内出土土器のなかで胎土的にまとまる傾向がみられたが、このまとま

りが形態、技法的に分類が可能なのか考古学的な考察が必要である。また、 4点の鼓形器台はいずれも

胎土的にまとまらず分散 して分布した。

(2)蛍光X線分析法による胎土分析で、この遺跡出土の土器は津山市内の各遺跡出土 (京免遺跡、大田

十二社遺跡)の土器と胎土的に類似 していることが推測された。

この分析の機会を与えた頂いた津山市教育委員会の職員の方々にはいろいろとお世話になりました。

末筆ではありますが記 して感謝いたします。

第 1表 吉見林道法面採集土器の胎上分析値(%)ただしSr・ Rbはppm

試料呑号 器 種 胞 O Fe203 Si02 Ti02 A1203 CaO Sr Rb

1 甕 1.98 3.96 74.15 0.86
つ
０ 0.46

Ｏ
Ｏ

つ
々

（
）

つ
々 高杯 2.35 5.58 63.91 0。95 17.90 0.51 88

3 長頸壼 1.50 7.5ユ 59.87 1。90 18.15 0,72 104 79

4 長頸壷 2.58 68.32 0.93 16.33 0.57 134 103

5 器台
つ
々 3.84 71.31 1.08 16.50 0。49 106

つ
る

（
υ

器台 1.88 70,06 0。98 15。 93 0.45 92 つ
つ

０
０

9 鉢 1.86 4.04 65.45 1.08 16.93 0.36 83 85

10 鼓形器台 2.40 4.99 46.72 0.93 16.22 0.57
つ
０ 106

鼓形器台 1.53 7.46 68,90 1.95 17.15 0,74 109 99
つ
々 鼓形器台 1.88 5.93 69,78 1.05 18.66 0.46 96 79

13 鼓形器台 2.13 5,01 62.83 1.09 16.96 0.51
つ
０

７
‘
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第 1図 吉見林道法面採集土器と津山・山陰地方の上器との比較
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第 2図 吉見林道法面採集土器と津山・山陰地方の土器との比較
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弥生時代後期の注 目土器 について

川村 雪絵

1. はじめに

平成 7年 11月 から12月 にかけて行われた京免遺跡の発掘調査では、弥生時代の溝 (SDl)よ り後期

前半を中心とする土器が多数出土した。その中でも特に、注目をもつ土器は、これまでの報告をみる限

りでは津山市内ではじめての出土であり、重要な資料であるといえる。そこで小稿ではこの注目土器に

ついて、これまでの研究を参考にしながら若千の考察を行いたい。

2.注目土器に関する研究史と現状の課題

弥生時代の注目土器は、中期後半を中心にみられるものと、後期後半から古墳時代初頭を中心にみら

れるものの二者がある。前者は広島県北部から岡山県西北部が分布の中芯で、脚台付きの鉢形土器に注

目の付いたものである。妹尾周三はこのタイプの土器について編年し、分布や形状の特徴から、三次盆

地を中心とした江の川上流域において成立 したものと考えている。また、これらの土器が墳墓に供献さ

れていた状況や、土墳内に意図的に破棄されたような状況を呈して出土していることから、日常的に使

用 した容器ではなく、特殊な行為に使用 した祭器ではないかと推測 している (妹尾1992)。 後者は鳥取、

島根を中心 とする山陰地方が分布の中小で、この地域に通常みられる重形土器に注口を付けたものであ

る。このタイプのものについては藤原敏晃の論考がある (藤原1994)。 藤原は注目土器の分類・編年を

行い、個々の出土例から、これらの土器が「貼 り石」や「置石」などの外表施設をもつ墳墓に多 くみら

れ、四隅突出形墳丘墓に埋葬された部族連合の長の配下にあつた山陰各地の部族長の墓に供献された土

器のひとつであるとしている。さらに最古の例である島根県波来浜遺跡出土のものの注図形態や分布な

どから、中期後半の脚台付 きのものとの関連性を指摘 している (註 1)。

また、間壁蔑子は出雲地方における医薬技術について、文献や考古資料などを参考にしながら古代の

薬物製作法について推測 している (間壁1997)。 このなかで医薬に関係すると思われる考古資料 として

弥生時代の脚台付きの鉢形注目土器や重形の注目土器などが取 り上げられており、これらの土器が祭祀

の場に供献された薬物をいれる、あるいは薬草を煎 じるための容器であつたとしている。

以上、弥生時代の注口土器について主な研究史をあげた。各論考とも様々な角度からの考察がなされ

てお り、弥生時代の注目土器についての歴史的な位置づけはなされた感がある。

しかしあえて問題提起するならば、後期後半に盛行する壷形の注目土器の系譜についてはまだ漠然と

している点を指摘 したい。今回の京免遺跡の発掘調査によりあらたに出土した 1個の注目土器は、この

問題を考える上で重要であると思われる。また、注口土器はその出土状況から、非日常的に使用する容

器として考えられていることに関して、最近の出土例を取 り上げながら再検討したいと思う。その前提

として、まず壼形の注口土器の編年作業を行うことにする。なお、用語の統一を図るため、脚台付 きの

ものを「脚台付注口土器」、壺形のものを「壼形注口土器Jと する。

3.重形注目土器の編年 (第 1図 )

弥生時代の注目土器には大きく2つ のタイプがあることは先述したとおりであるが、ここで重形注目

土器について大まかな編年を行う。編年の基準になるのは個々の注目土器そのもののほか、注国のみの
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場合などは確実な共伴遺物などを参考とする。筆者は基本的には藤原の編年柔に賛同しているので、従

来の編年と大きく変わるところはないが、あらたな出土資料の検討を含め整理したい。また、併行関係

を明確にするために、山陰地方の土器編年区分をカッコ内に提示 した (註 2)。

1期 (V-1様式 )

京免遺跡のものがあげられる (第 1図 1)。 従来の編年ではこの時期のものはなく、次の波来浜遺跡

出土例を待たなければならない。日縁部は端部を上下に拡張させており、端面には3条の凹線文を施す。

上半部のみの出土であるが、頸部から体部にかけては重というよりもむしろ甕の形状を呈しており、内

面は頸部直下よリヘラ削 りが施されている。短い円筒形の注目を付ける。

2期 (V-2様式)

壼形土器に注目の付いた形のものである。波来浜遺跡の一例のみである (同 2)。 口縁部はわずかに

外傾 して立ち上が り、端面には数条の凹線文を施す。胴部最大径付近に把手を付ける。注目部分は欠損

しているが、斜め上方向に円筒形の短い注目が付 くものと思われる。

3期 (V-3様式 )

外反する日縁部をもち、端面は櫛描 きの直線文を施す。体部は球形をなし、上半部に把手を付ける。

島根県的場遺跡、鳥取県秋里遺跡例などがあげられる。的場遺跡例は、外面ヘラ削 り、内面はヘラミガ

キ調整 (同 3)、 秋里遺跡例は外面に同心円スタンプ文と平行沈線文を施すもの (同 4)、 貝殻腹縁と平

行沈線文を施すもの (同 6)な どがある。注目は依然として円筒形を呈する。

4期 (出雲 :V-4様 式 因幡・伯音 :Ⅵ -1様式)

この時期になると資料数は増加する。島根県では中山墳墓群例 (同 11)を はじめとする4例、鳥取県

では上種第 5号遺跡例 (同 10)な どの 4例があり、山口県では秋根遺跡例 (同 13)な どがあげられる。

口縁部はやや大きく外反 しており、端面は凹線文のものを一部残すものの、ほとんどがナデ仕上げのも

のとなる。体部はやや偏平な球形をなす。外面調整は頸部下端付近に平行沈線文、波状文などを巡らす

ものが多 く、胴部最大径付近に付いた注目はこの段階からやや先細 りになるものが増加する。全体とし

ては、定型化の傾向にあるが、次の 5期 と比較すると、やや形態にばらつきのみられる段階である。

5期 (出雲 :V-4様 式 因幡・伯音 :Ⅵ -2様式)

弥生終末期から古墳時代初頭にかけてのものである。この時期は4期 よりもさらに資料数は増加する。

ここで注目すべ きなのは、但馬や丹後地域など、この段階ではじめて中国地方以外の地域に出土がみら

れることである。また、広島県三次市及び庄原市など備後北部地域でもこの時期にはじめて出土する点

も重要である。外反する国縁部をもち、体部はやや下膨れの球形を呈する。外面には平行沈線文や波状

文などを施す。注回は胴部最大径付近から先細 りに長 く伸びる形状のものに統一され、重形注口土器は

この段階で定型化する。

6期 (布留式古段階)

兵庫県鎌田 。若宮遺跡例 (同 22)のみであり、これ以降はこれまでのところ出土例がみられない。日
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期

期

6

期

1京免遺跡 (岡 山)   2波 来浜這跡 (島根)

5西大路土居遺弥 (′鳥取)7 8二 夕子塚遺跡 (′鳥取)

11中 山墳墓群 (島根)  12長 曽土壊墓群 (島根)

15上野遺跡 (岡 山)   16椰塚遺跡 (′島取)

19 21天萬土居前遺隊  20古殿遺跡 (京都)

3的場遺跡 (島根) 4 6秋 里遺跡 (′鳥取)

9南谷大山遺跡 (鳥取)10上種第 5遺跡 (鳥取)

13秋根遺跡 (山 口) 14井手跨遺跡 (鳥取)

17宮ノ下遺跡 (鳥取)18猫 山遺跡 (鳥取)

22鎌 田 若官遺跡 (兵庫)

第 1図 壺形注口土器編年 (S=1
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縁部は大きく外反し、端面には櫛状工具による直線文を施す。体部は球形を呈 し、胴部最大径付近に注

目を付ける。注図形態は前段階と比較するとやや円筒形に近 くなっている。また、外面は丹塗 りである。

以上の編年は、先述したように従来と大きく変わることがなく、妥当なものと思われる。大きな流れ

としては、①複合口縁の形態が、やや内傾ぎみのものから大きく外反するものへと変化し、凹線文が明

瞭なものからナデるだけのものになる②胴部最大径が器体の上位から下位へと移動する③底部が平らな

ものから丸底化していく、というように同時期の重の形態変化と変わらない。この土器に特有の注回形

態に関しては、ほぼ円筒形を呈するものから先細りのものとなり、最終段階である6期 には再び円筒形

に近い形態となる。また、 1～ 3期 にかけては個体差があるのに対 し、 4～ 5期にかけては定型化の方

向に向かっていることが分かる。

次に、この編年をもとに作成した時期別の注目土器の分布及び出土 した遺構をみることにより、本稿

の主旨である重形注目土器の系譜について考えたい。また、この点について考える際に避けられない問

題として脚台付注口土器との関連性があげられるので、あわせて述べる。

4.脚台付注目土器と壺形注目上器

①鉢形から壺形への変遷

妹尾は、中期後葉～後期前葉の脚台付注目土器を大きく3時期に分類し、高梁川上流域 と江の川上流

域に分布するⅡ期からⅢ期のものには杯部の形態が鉢形のものから重形のものに変化している点で断絶

がみられることを指摘 している。こ形のものは同時期の鳥取県西半部の伯者地域、特に大山を中心とす

る日本海沿岸部の注目の付いていない「脚台付重形土器」に類例がみられ、Ⅲ期の注口土器がこの地域

の土器の影響を受けて成立したものと考えている (註 3、 第 2図 )。

この考え方は最近の出土例をみることにより理解できる。鳥取県淀江町洞の原 1号墓出土の後期初頭

の注口土器は、脚台や注目は欠損 しているものの、ソロバン玉形を呈する体部や、少 し上方に伸びる頸

部の形状などは先に示した「脚台付壼形土器」に注目を付けたものということができよう (註 4)。 上

記のような例は、脚台付注口土器のまさに終末期の姿を表すものと考えられ、以降注目を付ける土器は

♀         2Pcm

第 2図  脚台付注口土器 出土例 (1卜 III期 のみ。上段が ‖期、下段が III期 )(S=1:8)
1大 日1本屋遺跡 (同 山) 2佐 久良遺跡 (広 島) 3紫宴出I遺跡 (否 川) 4佐 111谷噴募群 (広 島) 5南庄遺跡 (徳 島) 6津寺遺跡 (岡山)
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重形のものに限られるのである。

では、重形注目土器はこの脚台付注目土器の流れを受けて成立 したものであるのか。このことを明ら

かにするため、双方の出土する遺跡の分布や遺構の種類を考えることによって、どのような違いがみら

れるのかを検討 したい。

②壺形注口土器の出土状況 (第 3図 )

脚台付注口土器については先述 した妹尾氏の論考を参照する。脚台付注目土器の出土地は主に三次、

庄原を中心とする江の川上流域と、岡山県西北部を中心とする高梁川上流域である。遺構としては第一

に墳墓、続いて集落内の土墳があげられる。墳墓出土例の中には個々の埋葬施設に供献されたと推定で

きるものと墳墓群全体や特定の墳墓群に供献されたものとに区別できるとされている (妹尾1992,plll)。

これまでの出土例では、住居に直接伴うものは皆無である。

続いて重形注目土器の場合を考えてみる。図 2は、前章の編年に従つて作成 した分布図である。注目

土器の各時期ごとの分布を示すとともに、どのような種類の遺構から出土しているのかを ドットの違い

によって示 している。これをみると、まず 1期 のものとして京免遺跡例があり、続いて 2期 に江の川下

流域の波来浜遺跡例がある。 3期 になると出雲地域一帯に出土がみられるようになり、千代川流域など

因幡地域の一部にも出現する。 4期 にはこれらの地域にあらたに天神川下流域などの伯者地域が加わり、

重形注目土器の分布は山陰地方全域に広が りをみせる。 5期 になると、出雲地域での出土は皆無にな

り、山陰地方のみならず、かつての脚台付注目土器の分布域でもある江の川上流域及び高梁川上流域に

もわずかながら出土がみられ、吉井川上流域からも出土するようになる。この広がりは中国地方を越え、

但馬や丹後地域など日本海沿岸の北近畿地方まで広がる。このように、壺形注目土器は山陰地方を中心

とした広がりをみせており、時期が下るとともに広範囲に分布 していることは明瞭である。

次に遺構の種類をみる。第 3図では主な出土遺構として墳墓、竪穴住居、それ以外の遺構 (溝、土器

溜など)の 3種類に分けて示した。京免遺跡の溝での出土からも分かるように、出現当初から特に墳墓

への供献のみを目的としたものではなかったようであるが、やはり墳墓からの出土例が主体 といえよう。

2～ 4期にかけては継続的に土壊墓や墳墓の上面からの出土例が多 くみられるとともに、他の遺構から

の出土 もわずかながらみられる。竪穴住居での出土個体数は4例 だが、 2箇所の遺跡での出土である。

全体的な傾向としては依然として墳墓への供献あるいは墳丘上での祭祀に多用されていたといえる。

5期 になるとこれまでの様相は大きく変化する。全体数の増加に伴い、竪穴住居からの出土が大きく

増加するのである。墳墓からの出土は広島県と岡山県にそれぞれ 1例ずつのみであり、最も盛行する段

階に墳墓出土例と竪穴住屋出土例の個体数が大 きく入れ替わるという特徴をもつことが分かる。

以上から考えられることとしては、重形注目土器はおおむね弥生時代後期後半に集中してみられるも

のの、時代が新 しくなるにつれ分布の中心が山陰西部から東部へと移動していくこと、また新 しいもの

は墓よりもむしろ竪穴住居からの出土例のほうが目立っているということである。

ここで重形注目土器の系譜について考えてみる。弥生時代における注目土器の分布の中心は中国地方

に限定 してよいと思われる。しかしその中でも中期後半から後期前半を中心としてみられる脚台付注目

土器の場合、出土例の多 くが墳墓あるいは土媛墓といった埋葬行為に伴う供献と推定できるものが多い

という特徴をもつ。これに対 し、後期前半から古墳時代初頭を中心にみられる壺形注目土器は、最も盛

行する弥生終末期 (編年ではV期 )には竪穴住居をはじめ、埋葬施設以外の出土がほとんどを占めてい

る。このことは、脚台付のものから壺形のものという形態の変化に大きく関わつているのではないだろ
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● 墳墓・土墳墓など

■ 竪穴住居

▲ その他 (溝 土器溜まりなど)

第 3図 時期別にみた注口土器の出土遺構と分布
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うか。つまり、注口土器の主な使用場所が墓から集落へと移行 したことで、脚台をなくし、壺形土器に

注口を付けることにより、より実用性を重視するようになったと考えられるのである。

重形注目土器が四隅突出墓や貼 り石を巡らせた墳墓だけでなく、集落の中心となるような施設から出

土することは先の研究からでも指摘されているが (藤原1994,pp.26-28)、 竪穴住居からの出土が増加

する現象は注口土器を使用する背景の変化を意味すると思われる。 しかし、注目土器はひとつの集落内

で平均 して 1個～ 2個、多 くても10個 を越えることはなく、日常生活の場で頻繁に使用されたとは考え

難い。竪穴住居だけでなく、溝や土器溜などで、祭祀に伴うと考えられる遺物とともに出土 した例も考

慮すれば、集落での共同祭祀に伴 う道具である可能性が高い。また、煤の付着など使用痕のあることも

考えあわせると、液体の煮沸もなされたと考えられる (註 5)。

また、先の編年からも分かるように、 5期 には個体ごとの形態の違いはほとんどみられず、ほぼ同じ

形のものに統一される。集落での注目土器の使用は、祭祀形態の地域的な広が りを示すと同時に、画一

化を意味すると考えられるのである。

5.京免遺跡出土注目土器の位置づけ

ここで、京免遺跡の注口土器の位置づけはいかなるものであるのか考えてみる。

京免遺跡出上の注目土器は編年上では 1期であり、重形注目土器の範疇に入るものの中では最古の例

といえる。復元すると甕形土器の形状を呈すると思われ (註 6)、 これまで最古の例とされてきた 2期

の波来浜遺跡出土のものも、同時期の甕形土器の頸部をやや仲ばした形状を呈 しており、これらが出現

期のものの特徴を示 しているといえる。

脚台付注口土器との関連を考えるのならば、これら初現期の壼形注目土器が大きな手掛かりになるだ

ろう。後期前半は、脚台付注目土器がわずかに残る段階であり、重形のものはまだみられない。京免遺

跡例は器体の上半部しか残っておらず、下半部に脚台が付 く可能性も否定できないが、現段階では類例

を知らないので奏形土器状に下方に伸びるものと推定する。

分布の点でいえば、脚台付注口土器の最終段階のものは洞の原 1号墓例のように′烏取県西部でみられ

る。これは初期の壼形注目土器とは出土地が明らかに異なってお り、直接的な影響はよく分からない。

口縁部形態などからすれば山陽地域の影響を受けた注目土器といえるかもしれない。いずれにしろ、実

用的な土器として製作されたものだが、まだ形態が画一化されていない初期段階のものといえる。壺形

注目土器の出上が最も多い因幡、伯者地域において最古段階のものが多 くみられないこと、脚台付注口

土器の分布の中心である江の川上流域、高梁川上流域において継続 して壷形注目土器の出土がみられな

いことなど、いくつかの疑問は残るが、京免遺跡出土例のみですべてを語ることはできない。今後の出

土例の増加を期待 しつつ様々な可能性を考えていきたい。

(註 1)藤原は、波来浜遺跡の注口土器が脚台付きの注目土器の分布域と同じ江の川流域での出上であり、体部の形状がソ

ロバン玉形を呈するなどの類似点があることから、中期後半の脚台付きの注口土器を祖形とする考えを述べてい

る。

(註 2)第 1図の実測図は、文末にあげた報告書や参考文献のものを再 トレースしたものである。また、山陰地方の上器区

分については主に正岡睦夫・松本岩雄編1992『弥生土器の様式と編年 山陽・山陰編』を参考とした。

(註 3)第 2図 の実測図は、報告書や資料からの再 トレースである。また、第2図であげた妹尾編年のⅡ期、Ⅲ期の脚台付
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注目土器のなかには、 1の岡山県大田茶屋遺跡や 6の 同津寺遺跡例などのよ―うに、新たに出土したものも編年に基

づいて追カロしている。

第2図であげた土器に関する文献は次の通りである。

同本寛久編1998 「大田茶屋遺跡 2」 F岡 山県理蔵文化財発掘調査報告」129 岡山県教育委員会

阿部滋編1984 『佐久良遺跡発掘調査報告』(広島市の文化財 第27集)広島市教育委員会

小林行雄・佐原員1964 『紫雲出』 詫間町文化財保護委員会

妹尾周三編1987 『佐田谷墳墓群J(広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第63集 )

(財)広島県埋蔵文化財調査センター

徳島県教育委員会1985 『南庄遺跡発掘調査現地説明会資料J

大橋雅也ほか1995 『津寺遺跡 2』 (岡山県埋蔵文化財発掘調査報告98)岡 山県教育委員会

(註 4)第25回山陰考古学研究集会1997F西隅突出墳丘墓とその時代』参1陥

(註 5)研究史の部分でも述べたように、間壁哀子はこの媒の付着が薬物の煮沸行為によるものであるとしているが、今回

はその点に関しては追求することができなかった。

(註 6)京免遺跡例は、その形態からは壼形注目土器とは言い難く、2期以降の壼形注口土器と比較するとやや異質なもの

といえるかもしれないが、遺跡の年代や復元形態を考えると、脚台付注目上器よりももしろ壺形注口土器の範疇に

入るものと判断した。

参考文献

妹尾周
|三

1992「注目付きの脚台付鉢形土器について」『古代吉備』第14集

間壁蔑子1997「古代出雲における医療技術への憶測 一大量の青銅器出土に関係して一『神女大史学』 第十四号

藤原敏晃1994「古墳出現前後の注目土器について」『京都府埋蔵文化財情報む第51号
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県 名 遺  跡   名 所 在 地 遺 構 イ固 数 時 期 文 献

島根

波来浜遺跡 江津市後地 列石墓 ユ 2期 1

中山墳墓群 邑智郡石見町 箱形木棺 ユ 4期 2

白枝荒神遺跡 出雲市白枝町

主 瓦

土器群

遺構外

※

※

※

3

山持川川岸遺跡 土器群 1※ 4期 4

西谷 3号墓 出雲市大津町 四隅突出墓 1 3期 5

的場遺跡 松江市八暗町 土娠墓 1 3期 6

福富 I遺跡 松江市乃木福宮町 溝状遺構 2※ 7
タテチ ョウ遺跡 松 江 市 西 川 津 町 旧河道 3※ 8

袋尻遺跡 松江市平成町 包含層 1※ 9

安養寺 1号墓 安来市西赤江町 四隅突出墓 1 4期
長曽土媛墓群 安来市黒井田町 土墳墓 l 4剰H

鳥取

岡成第 9遺跡 米子市岡成 竪穴住居 1※ 2期
福市遺跡 米子市福市 竪穴住居 1※ 5期
奈喜良遺跡 米子市奈喜良 竪穴住居 1※ 5期 5

上福万要神遺跡 米子市上福万 包含層 2※ 5期

越敷山遺跡群 西伯郡会見町

3じ区登仄4王居∪υ

12b区竪穴住居01

17区 竪穴住居01

18a区竪穴住居04

18a区竪穴住居05

12b区土壊24

※

※

※

※

※

5期
2期
5期
3期
3期 ?

5期

天萬土井前遺跡 西伯郡会見町

土器溜
黒褐色腐植土包含層
黒掲色粘質土包含層

1

6※ 1

2※

期

期

一

井出跨遺跡 西伯郡淀江町
自然河ナIISD03

自然河川SD05
1

1※
5期

徳楽方墳 西イ自郡大山町 墳丘墓 1※ 5剣]

三保遺跡 東イ自郡東伯町 竪穴住居 ? 1※

上種第 5号遺跡 東伯郡大栄町 竪穴住居 1 4翔]

南谷大山遺跡 東イ白君隅]可 准ド町 段状遺構 1 4卿H

頭根後谷遺跡 倉吉市字頭根後谷 竪穴住居 1※ 5期
猫山遺跡 倉吉市上神猫山 貯蔵穴 1 5期

二夕子塚遺跡 倉吉市大字谷
5号土娠墓

6号土塘墓

1

1

期

期

郵塚遺跡 倉吉市国府 土 坑 1 5期
冨 ノ下遺跡 倉吉市国府 竪穴住居 5期
遠藤谷峯遺跡 倉吉市国府 竪穴仁居 5期

秋里遺跡 鳥取市秋里
土坑
遺構外

1

1

期

期

西大路土居遺跡 鳥取市西大路

竪穴住居S103

竪穴住居S104

竪穴住居S105

竪穴住居S104

1

1※

1※

1※

3期
3期
5期 ?

岩吉遺跡 鳥取市岩吉 構 2※

西桂見遺跡 鳥取市桂見・高住
遺構外
竪穴住居

※

※

3期
4～ 5期

山 口 秋根遺跡 山口県下関市 溝 1 4期

広島

岡の段C遺跡 山県郡大朝町 包含層 1※
樺 け 潰 跡 山県郡千代 田町 竪穴住居 1※ 5期 ?

矢谷MDl号 墓 三次市東酒屋町 四隅突出墓 4※ 5期
岡山A地点遺跡 庄原市上原町 性格不明遺構 ※

竜王堂遺跡 庄原市平和町 竪穴住居 ※ 5期

岡山
観音面土媛墓 入米郡久米町 土墳墓 ※ 5期
上野遺跡 冥庭郡久世町 竪穴住居 5剣]

兵庫
井ノ谷 3号墳 美方郡浜坂町 古墳 ※ 6期 ?

鎌田・若宮遺跡 豊 肘I市錬 田 ・ 寿 冨 古墳 6期
/7N都 古殿遺跡 中郡峰山町 溝 5期

石 ,||

漆町遺跡 小松市漆町 澪 ※

千代デジロ遺跡 小松市千代町
溝
包含層 ※

相川遺跡群 松任市相川町 包含層 ※

個数の欄の※は注目部分のみの出上であることを示す。
時期の欄の一は遺物が少なく、時期を特定することができなかったことを示す。

表 1 壺形注口土器出土遺跡一覧
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壷形注口土器文献

1門脇俊彦編1973『波来浜遺跡発掘調査報告書』 江津市教育委員会
2石見町教育委員会1976『 中山古墳群発掘調査概要』
3三原一将ほか1997『 白枝荒神遺跡』 出雲市教育委員会
4川上稔編1996『山持川川岸遺跡』 出雲市教育委員会

5第25回 山陰考古学研究集会1997『 四隅突出墓とその時代』
6近藤正 。前島己基「島根県松江市的場土壊墓」『考古学雑誌』第57巻 4号
7柳浦俊一編1997『福富 I遺跡・屋形 1号墳』 (一般国道 9号 (松江道路)西地区建設予定地内埋蔵文化財発掘

調査報告書2)島根県教育委員会

8三宅博士・柳浦俊一編1990『 タテチョウ遺跡発掘調査報告Ⅲ』 島根県教育委員会
9曽 田辰雄編1998『袋尻遺跡群発掘調査報告書』 (松江市文化財調査報告書第76集 )松江市教育委員会
10勝部昭1985「安養寺墳墓群」『古代の出雲を考える4 荒島墳墓群』 出雲考古学研究会
11永見英編1981『長曽土壊墓群』 安来市教育委員会
12米子市教育文化事業団編1993『 岡成第 9遺跡』 (米子市教育文化事業団文化財調査報告書 1)米子市教育文化

事業団

13大村俊雄 。大村雅夫ほか1968『福市遺跡』 米子市教育委員会
14下高瑞哉1991『上福万妻神遺跡』 (県道金屋谷米子線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書)米子市教育
委員会

15中 原斉1992『越敷山遺跡群』 会見町教育委員会
16腸村功ほか1997『天高土居前遺跡」 (鳥取県教育文化財団調査報告書53) 鳥取県教育文化財団
17太田正康ほか1993『一般国道 9号米子自動車道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ 井出跨遺跡』 (鳥取県教育文
化財団調査報告書31)′鳥取県教育文化財団

18倉光清六1932「古墳発見の伯者弥生式上器」上・下『考古学』第 3巻 4・ 5号
19東伯町教育委員会1981『三保遺跡群発掘調査報告書』
20大栄町教育委員会1985『上種第 5号遺跡発掘調査報告』
21牧本哲雄編1994『一般国道 9号 (羽 合道路)改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書V 南谷大山遺跡

Ⅱ・南谷29号墳』 (ィ鳥取県教育文化財団調査報告書36)′鳥取県教育文化財団
22根鈴輝雄編1990『頭根後谷遺跡発掘調査報告書』 倉吉市教育委員会
23真 田廣幸ほか1985『猫山遺跡』 倉吉市教育委員会
24加藤誠司・高取英雄編1994『ニタ子塚遺跡発掘調査報告』 (倉吉市文化財調査報告書第82集)倉吉市教育委員

会

25高野政昭ほか1978『郵塚遺跡発掘調査報告」 倉吉市教育委員会
26名越勉ほか1976『宮ノ下遺跡発掘調査報告』 倉吉市教育委員会
27倉吉市教育委員会1971『倉吉市国府字遠藤谷峯遺跡』
28山 枡雅美・原田雅弘ほか1990『秋里遺跡 (西皆竹)』 (鳥取県教育文化財団報告書25)鳥取県教育文化財団
29a谷口恭子・藤本宏之編1993『西大路土居遺跡』 (財 )′鳥取市教育福祉振興会
29b谷口恭子・前田均編1997『西大路土居遺跡コ』 (財 )′鳥取市教育福祉振興会
30谷 口恭子 。前田均編1991『岩吉遺跡Ⅲ』 (鳥取市文化財報告書30)鳥 取市教育委員会
31牧本哲雄編1996『西桂見遺跡・倉見古墳群J(鳥取県教育文化財団調査報告書46)鳥取県教育文化財団
32下関市教育委員会1977『秋根遺跡』
33梅本健治編1994『 中国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 (Ⅳ )』 (広 島県埋蔵文化財センター

調査報告第132集)広 島県埋蔵文化財センター

34沢元史代・道上康仁編1990『本郷遺跡・焼け遺跡』 (広 島県埋蔵文化財センター調査報告第88集 )広島県埋蔵
文化財センター

35広 島県埋蔵文化財センター1981『松ケ迫遺跡群発掘調査報告』
36篠原芳秀編1994『岡山A地点遺跡」 (広 島県埋蔵文化財センター調査報告第126集 )広 島県埋蔵文化財センタ

37伊藤公―・椿不二美1994『竜王堂遺跡』 (広 島県埋蔵文化財センター調査報告第122集)広 島県埋蔵文化財セ
ンター

38森 田友子編1982「観音面土媛墓」『塚山遺跡Ⅳ』 久米開発事業に伴う文化財調査委員会
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津山市横山出土の須恵器

行田 裕美

1.は じめに

ここに紹介する須恵器は1996

年10月 16日 、津山市横山地内で

行われた道路工事に立ち会った

際、出土 したものである。出土

した場所は第 1図の黒九の箇所

である。

この場所は津山盆地の南東端

の丘陵部にあたり、平野部との

比高差は約10mを 測る。もとも

と住宅地であった場所であり旧

地形は失われていた。

他の出土遺物は全 くなく単独

で出土 したという (註 1)。 こ

の須恵器は津山市内では最も古い時期に属するものと考えられることから、 1点の資料ではあるが紹介

することにする。

2.須恵器の特徴と時期

出土時は8片の破片であつたが、接合の結果、日縁部には6片、肩部には 2片が接合 し、第 2図 に示

したように2片の破片になった。口縁部は全周の半分弱が遺存する。器形は大甕である。

ほぼ垂直に立つ頸部から緩やかにタト反し、日縁端部にいたる。日縁部は端部にいたるにつれ、器壁が

薄 くなり、端部は九 くおさめている。口縁端部直下外面には端面を丸 くおさめた低い突帯がめぐる。頸

部外面は螺旋状沈線文が 3本めぐり、その間を櫛描波状文でうめている。頸部内面は強いヨコナデによ

る凹凸がみられる。肩部は内外面ともナデ仕上げである。

口縁径34硼、頸部から口縁部までの高さは14cm、 胴部最大径は推定59cmを 測 り、かなり肩の張った器

形である。色調は淡灰白色で、焼

成は良好である。

以上のような特徴から、この須

恵器は田辺編年のT K73型 式 (註

2)に併行する時期のものと考え

られる。

3.おわりに

美作地方では今 日にいたるま

で、いわゆる初期須恵器と呼ばれ

第 1図 位置図(S=1:25000)
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第 2図  出土須恵器 (S=1:6)



一
一　半導
半
一一一半

11中原28号墳
2:中原15号墳
3:中原34号墳
4:一貫東 8号墳
5 6 9:中 原24号墳
7・ 8:西吉田北 1号墳
10:大畑遺跡土壌墓13

11:押入西 1号墳

第 3図 美作地域の初期須恵器及び陶質土器 (1・ 4～ 8=1:4、 2・ 3・ 9。 11=1:6、 10=1:10)
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ている時期の窯跡は発見されていない。しかし、押入西 1号墳 (註 3)、 一貫東 8号墳 (註 4)、 大畑遺

跡土媛墓13(註 5)、 中原15・ 24・ 28・ 34号墳 (註 6)、 西吉田北 1号墳 (註 7)な どから初期須恵器あ

るいは陶質土器と考えられるものがいくつか出土 している (第 3図 )。 これらの出土地で共通している

ことは、いずれも埋葬施設ということである。

本資料の出土地の性格は不明であるが、津山盆地の南東端丘陵に位置するということ、前述のように

当槻期の須恵器は埋葬施設から出土していることから考えて、古墳であった可能性が極めて高いという

ことはできよう。

(註 1)工事に立ち会つた中山俊紀によると、須恵器が出土した箇所だけに有機質の埋土と考えられる土層が遺存していた

という。

(註 2)田辺昭三『須恵器大成』角川書店1981年

(註 3)岡 山県教育委員会「押入西遺跡J『 岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 3』 1973年

(註 4)津山市教育委員会『一貫東遺跡』『津山市埋蔵文化財発掘調査報告第43集』1992年

(註 5)   ク 『大畑遺跡』 『      ″ 第47集』1993年

(註 6)岡 山県教育委員会「中原遺跡」F岡山県埋蔵文化財発掘調査報告93』 1995年

(註 7)津山市教育委員会『西吉田北遺跡』『津山市埋蔵文化財発掘調査報告第58集』1997年

最後に、岡山理科大学の白石 純氏に本須恵器の胎土分析をお願いしたところ、快 く引き受けていた

だき、併せて結果の玉稿をいただいた。厚 くお礼申し上げる次第である。
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(付)津山市横 山出土 の須恵器 の胎土分析

白石  純

横山出土の須恵器について陶邑と備中南部地域の初期須恵器および奥ケ谷窯跡との比較を実施した。

この結果、第1図 のCa/K― Sr/Rbの 散布図では陶邑の領域に入ったが、第 2図のCa/K― Fe/Ti散布

図では、どの領域にも入らなかった。このようにFe/Ti比の値が低く、 6元素の分析値すべてが陶邑と

の推定ができず、陶邑?と 推定される。

ψ        ~                              X10
CaO/K20

第 1図 津山市横山出上の須恵器 と備中南部の初期須恵器および奥ヶ谷窯跡、陶邑初期須恵器 との比較

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4                    6

CaO/K20
X10

第 2図 津山市横山出上の須恵器と備中南部の初期須恵器および奥ヶ谷窯跡、陶邑初期須恵器との比較
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津 山 城 今 昔 ③ ～通称 “大溝"～

行 田 裕美

この写真は現在の下紺屋町「味亭一′と、」のあたりから、西方向へ向かって撮影されたものである。撮

影者は当時津山朝日新聞社の記者であった小谷善守さんである。昭和30年代の前半に撮影されたもので

ある。この写真に写つているもので現存するのは第一生命看板の向こう側にある「日笠鉄工所Jが唯一

である。

そもそもこの写真は何の変哲もないただの溝を写しただけものである。ところが、この溝は津山城下

町時代から脈々と生き続けてきた通称 “大溝"と 呼ばれている溝である。

矢吹正則著『津山誌上巻』によると、「紺屋町溝 紺屋町に在り田町及ひ鍛冶町美濃職人町等数町の

悪水を合せて城濠に注く長約三町幅三間半」とある。この溝を現在の位置関係でみると、西端は細工町

の「カドヤ自転車店」である。ここを出発点とし真東方向に延び、「ポンテリカ津山」付近で津山城の

濠に流れ込むことに

なる。

溝は切石で護岸工

事が行われている。

幅は細工町では狭 く

数十硼程度であるの

に対 し、下紺屋町か

ら美濃町にかけては

急に幅が広 くなり、

『津山誌上巻』によ

る「幅壼間半Jと い

うことになる。これ

は、細工町部分では

町屋の雨落ち溝の機

能を有しているから

である。

この溝は「数町の

悪水を合せて城濠に

注 く」ことは当然の

ことではあるが、そ

れ以外にも重要な役

割を果たしていたこ

とに注目しなければ

ならない。すなわち、

溝 より北は武家地、

南は町人地になって

轄ヽ

…
曇
難

芋
学，

、ｒ

昭和30年代前半 小谷善守さん撮影
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ぎ氏

題

享保年間津山城下町絵図(津山郷土博物館蔵)(白 ヌキ部分が大溝)

いることである。換言すると、この溝によって武家地と町人地を区画しているのである。津山城下町の

形成は一般的に道に面した単位で町割 りが行われているのに対 して、非常に特徴的である。城下町の中

で武家地を重視した表れであろうか。

昭和37年 の岡山国体では津山市がバレーボール、体操、サッカー会場に決定した。この時、バスの運

行等に支障をきたすということから、溝の機能は残しながら昭和35・ 6年頃から徐々に埋め立てられ、現

在では完全に道路の下になってしまった。新 しく出来た奴通 り以西は、完全には埋め立てられておらず、

今も当時の状況を部分的に窺い知ることができる。

奴通 り。市街地再開発ビルの建設で、津山城下町は大きく変貌した。つい先日のことなのに建設前の

町並みの様子は既に記憶の彼方へと押 しやられてしまっている。たかが一枚の写真ではあるが、当時を

語つてくれることの意義は大きい。

写真を提供 していただいた小谷さんにお礼申し上げる次第である。

本年報第 3号に中山俊紀が「津山城今昔」と題する一文を寄稿した。次いで、本年報第 5号に平岡正

宏が「津山城今昔～大手門の面影～」を発表し、偶然にも津山城に関係するものが三度掲載されたこと

になる。折しも、平成16(2004)年 には築城400年 を迎えることから、津山市としても建物復元を含む

津山城跡整備に取り組んでおり、誠に機を得た掲載であった。本稿はこれに意識的に同調し、津山城今

昔シリーズと位置付け、今後の継続を期待するものである。
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三
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所
書
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國
十
八
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上
國
十
六
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国
十
四
人
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國
十
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人
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造
囲
料
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丁

（大
國
六
十
人
　
上
国
五
十
人
　
中
囲
四
十
人
　
下
國
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十
人
）

造
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丁

（囲
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二
人
）
　

造
墨
丁
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別
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人
）
　

装
漬
丁
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國
六
人
上
國

五
人
　
中
國
四
人
　
下
國
三
人
）

造
函
井
札
丁

（大
國
六
人
　
上
國
五
人
　
中
國
四
人
　
下
囲
二
人
）

造
年
料
器
彼
長
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別

一
人
）
　

同
丁
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國
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人
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九
十
人
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國
六

十
人
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汁
人
）

國
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國
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十
人
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國
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六
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國
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下
國
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十
人
）
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倉
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舎
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守
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別
十
二
人
）
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葛
丁

（國
別
二
人
。
不
貢
御
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國
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在
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限
）

事
力
毎

一
人

（厩
丁
四
人
）

郡
書
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郡
八
人
　
上
郡
六
人
　
中
郡
四
人
　
下
郡
三
人
）
　

毎
郡
案
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人
盗
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二
人
　
　
税
長
正
倉
官
舎

（院
別
三
人
）

徴
税
丁

（郷
別
二
人
）
調
長
二
人
　
服
長

（郷
別

一
人
）

庸
長

（郷
別
二
人
）
　

庸
米
長

（郷
別

一
人
）
　

駈
使

（大
郡
十
五
人
　
上
郡

十
二
人
　
中
郡
十
人
　
下
郡
人
人
）

厨
長
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人
　
駈
使
五
十
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器
作
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造
紙
丁
二
人

採
松
丁
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採
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丁
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雪
丁
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人
　
酵
伝
使
鋪
設
丁

（郡
井
騨
家
別
四
人
）

伝
馬
長

（郡
別

一
人
）

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
私
の
話
を
終
わ
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（本
稿
は

一
九
九
八
年
二
月
二

一
日
、
津
山
市
で
開
催
さ
れ
た

第
十
六
回
津
山
市
文
化
財
調
査
報
告
会
で
の
講
演
録
で
あ
る
）
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津
山
の
人
は
昔
の
地
名
を
大
事
に
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
あ
る
時
期
、
郵
便
配
達
、

行
政
の
都
合
だ
け
で
地
名
を
ど
ん
ど
ん
変
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
が
い
ま
し
た
奈
良

市
な
ど
は
、　
一
番
悪
い
最
た
る
も
の
で
す
。
そ
の
頃
市
長
は
、
奈
良
市
を
平
城
宮
の
昔
の

町
づ
く
り
に
す
る
ん
だ
と
、
地
名
を
南

一
条
何
丁
目
と
か
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
反
対
運
動
が
起
こ
り
頓
挫
し
ま
し
た
。
地
名
を
変
更
し
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
記
録

に
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
二
年
に
よ
る
地
名
表
現
を
も

っ
て
、
日
本
全
国
の
地
方
行
政
機
構
確
立
事
業
は
、

一
応
終
息
を
み
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
時
期
に

「美
作
国
」
の
成
立
が
あ
る
よ
う
に
思

え
る
わ
け
で
す
。

八
、
国
の
機
構

で
は
、
「国
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
組
織
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
守

・
介

・
抜

・

目
と
い
う
主
な
役
人
は
都
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
域
の
豪
族
も
役
所

に
採
用
さ
れ
ま
す
。
美
作
は
上
国
で
す
か
ら
、
長
官
以
下
の
職
員
は
守

・
介

・
嫁

・
目
が

各

一
人
い
ま
す
し
書
記
官
の
史
生
が
三
人
い
ま
す
か
ら
、
七
人
は
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
く
ら
い
の
人
数
で
国
の
行
政
が
運
営
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
と
い
う
の
は
正
月
と
か
四
方
拝
の
時
の
儀
式
だ
け
や
っ
て
い

て
、
実
際
の
実
務
作
業
は
郡
役
所
が
や
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

間
違
い
で
す
。

資
料
③
は
国
の
役
所
で
働
い
て
い
た
人
達
に
食
糧
を
支
給
す
る
こ
と
を
書
い
た
記
事
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の
初
め
の
資
料
で
す
。
そ
の
人
達
の
人
数
を
見
て
く
だ
さ

い
。
も
の
す
ご
い
数
で
す
。

美
作
は
上
国
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
上
国
の
数
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
で
使
う
紙
、
財
政
報
告
な
ど
を
都

へ
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
実
際
に
国
が
役
所

で
紙
を
造

っ
て
い
る
の
で
す
。
毎
日
五
十
人
の
人
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
紙
を
造
る
人
達
が
上
国
に
五
十
人
い
ま
す
。
五
十
人
と
い
う
定
数
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
随
時
、
こ
う
い
う
人
達
が
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
番
目
に
画
と
札
を
造
る
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
札
は
多
分
、
本
の
札
で
し
ょ
う
。

六
番
目
に
國
駈
使
が
あ
り
ま
す
。
上
国
で
は
三
百
六
十
人
で
す
。
そ
の
他
に
も
各
職
種
の

人
達
が
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
郡
の
書
生
以
下
は

「郡
」
や
ら

「里
」
で
働
い
て
い
た
人

達
で
す
。
こ
う
い
う
た
く
さ
ん
の
人
達
が
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
仕
事

量
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
央
政
府

へ
の
報
告
、
国
内
か
ら
集
め
た
税
金
の
区
分
け
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
か
な
り
の
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら

「国

庁
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
い
い
ま
す
と
ま
さ
に
国
の
中
心
の
役
所
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
郡
の
行
政
は
地
方
の
一象
族
が
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
か
ら
の
親
分

（ボ
ス
）
が
治
め
て
い
る
役
所
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
は
違
う
、
国
の
行
政
と
い
う
も
の

は
、
国
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
大
き
な
変
化
だ

っ
た
と

思
い
ま
す
。
今
ま
で
は
昔
か
ら
の
先
祖
代
々
仕
え
て
い
た
ボ
ス
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い

れ
ば
よ
か
つ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

美
作
の
人
達
に
と

っ
て
、
国
が
成
立
し
た
こ
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ぜ
い
大
き
な
変
化

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
国
制
と
い
う
も
の
は
、
ず

っ
と
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

「国
」
「郡
」
「里
」
と
い
う
地
方
行
政
組
織
の
基
本
的
な
枠
組
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。
そ

う
い
う
枠
組
が
生
ま
れ
た
時
代
な
の
で
す
。

「美
作
国
」
が
成
立
し
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
、
そ
し
て
、
古
代
律
令
制
が
生
ま
れ
た

と
い
う
こ
と
の
意
味
の
、
両
方
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

資
料
③



と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

七
、
地
名
と
風
土
記

資
料
③
に
は
、
畿
内
と
七
道
の
諸
国
の
郡

・
郷
の
名
は
、
好
い
字
を
つ
け
な
さ
い
と
あ

り
ま
す
。
そ
の
後
に

「古
老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞

・
異
事
は
史
籍
に
載
し
て
言
上
せ
し
む
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
『風
土
記
』
を
作

っ
た
話
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
風
上
記
を
作
る

こ
と
と
、
郡

・
郷
に
よ
い
字
を
つ
け
る
こ
と
と
が
同
じ
内
容
の
も
の
と
し
て
こ
う
い
う
命

令
が
出
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
「好
き
字
を
着
け
る
」
と
い
う
の
は
、
二
字
で
地

名
を
表
現
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
二
字
の
よ
い
漢
字
を
使

っ
て
地
名
を
表
現

し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「美
作
」
、
こ
の
地
名
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
い
字
を

使

っ
て
表
現
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
郡
や
郷
の
名
前
は
全
部
、
二
字
で
地
名
を

表
す
こ
と
に
し
た
わ
け
で
す
。
現
在
で
も
日
本
の
地
名
は
、
「名
古
屋
」
と
か

「津
」
と

か
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
二
字
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

話
は
少
し
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、
中
曽
根
内
閣
の
最
晩
年
、
内
閣
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

た
時
で
す
。
そ
の
時
、
総
理
大
臣
は
東
京
に
お
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
て
、
関
西
の
文
化
財

資
料
③

和
銅
六
年
二
月

二
月
甲
子
、
畿
内
と
七
道
と
の
諸
国
の
郡

・
郷
の
名
は
、
好
き
字
を
着
け
し
む
。

そ
の
郡
の
内
に
生
れ
る
、
銀

・
銅

・
彩
色

・
草

・
木

・
禽

・
獣

・
魚

・
虫
等
の
物

は
、
具
に
色
目
を
録
し
、
土
地
の
沃
始
、
山
川
原
野
の
名
号
の
所
由
、
ま
た
、
古

老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞

・
異
事
は
、
史
籍
に
載
し
て
言
上
せ
し
む
。

視
察
と
称
し
て
奈
良
に
や
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
あ
の
中
曽
根
さ
ん
が
文
化
財
を
見
る
な

ん
て
こ
と
は
、
私
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
し
た
。
私
は
ち
ょ
う
ど
飛
鳥
藤
原
宮
の

調
査
部
長
を
や
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
藤
原
宮
を
案
内
し
ま
し
た
。
「藤
原
宮
は
十
六
年

続
き
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
た
ら
、
「長
期
政
権
で
す
ね
」
と
言

っ
て
喜
ん
で
お
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は

「官
」
が
続
い
た
の
で
あ
っ
て
、
「政
権
は
何
代
も
代
わ
っ
た
ん
だ
」
と
言

っ
て
も
、
全
然
聞
き
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
時
、
お
土
産
と
し
て

一
つ
だ
け
発
掘
の
成
果
を
差
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、

中
曽
根
さ
ん
の
出
身
で
あ
り
ま
す
群
馬
県
の

「群
馬
」
は
、
音
は

「上
野
国
」
の
群
馬
郡

で
し
た
。
郡
名
が
そ
の
ま
ま
県
名
に
な
っ
て
い
る
の
は
群
馬
県
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
の
群

馬
と
い
う
地
名
の
意
味
な
ん
で
す
が
、
だ
い
た
い
西
日
本
の
人
達
は
、
群
馬
と
い
っ
た
ら

馬
が
群
が
っ
て
い
る
、
牧
場
に
馬
が
群
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
地
名
が
生
ま
れ
た
の
だ

ろ
う
と
、
だ
い
た
い
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
普
通
の
感
覚
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
違
う
の
で
す
。

藤
原
宮
で
出
て
き
た
木
簡
で
初
め
て
わ
か

っ
た
ん
で
す
が
、
群
馬
は
も
と
は

「車
」
な
の

で
す
。
古
代
に
お
い
て
も
車
は
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
輿
を
担
ぐ
類
い
の
人
を
、
車
持
と
い

い
ま
し
た
。
群
馬
は
車
持
氏
が
た
く
さ
ん
い
る
所
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
群
馬
県
は
古
代
よ

り
郡
の
名
前
に

「車
」
を
つ
け
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
二
字
で
表
す
の
は
な
か
な
か
難
し

い
。
頭
を
ひ
ね
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
が

「群
馬
」
な
の
で
す
。
『和

名
抄
』
に
よ
る
と

「群
馬
」
と
書
い
て
、
「久
留
万
」
と
読
む
と
あ
り
ま
す
。
と
い
う
よ

う
な
話
を
す
る
と
、
中
曽
根
さ
ん
は

「あ
あ
　
そ
う
か
」
と
言
っ
て
、
喜
ん
で
帰
ら
れ
ま

し
た
。
ま
も
な
く
中
曽
根
内
閣
は
つ
ぶ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
地
名
を
二
字
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
地
名
の
意
味
が
ま

っ

た
く
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
伝
え
ら
れ
る
地
名
に
か
か
わ
る

よ
う
な
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
記
録
し
て
、
後
に
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
『風
土
記
』
が
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
す
。



な
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

六
、
諸
国
分
立

資
料
⑤
に
は
、
和
銅
六
年

（七

一
三
）
と
い
う
年
に
、
「備
前
国
」
の
六
郡
を
割
い
て

「美
作
国
」
を
置
い
た
と
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

「丹
波
国
」
と

「大
隅
国
」
を
造

っ
た

の
と
同
じ
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

資
料
⑤

和
銅
六
年
四
月

夏
四
月
乙
未
、
丹
波
国
の
五
郡
を
割
き
て
、
始
め
て
丹
後
国
を
置
く
。
備
前
国
の

六
郡
を
割
き
て
、
始
め
て
美
作
を
置
く
。
日
向
国
の
肝
杯

・
贈
於

・
大
隅

・
姶
椛

の
四
郡
を
割
き
て
、
始
め
て
大
隅
国
を
置
く
。

こ
ろ
な
り
。
官
を
設
け
民
を
撫
づ
る
こ
と
は
、
文
教
の
崇
ぶ
る
と
こ
ろ
な
り
。
そ

の
北
道
の
蝦
次
、
遠
く
阻
険
を
憑
み
て
、
実
に
狂
心
を
縦
に
し
、
屡
辺
境
を
驚
か

す
。
官
軍
雷
の
ご
と
く
に
撃
ち
し
よ
り
、
凶
賊
霧
の
ご
と
く
に
消
え
、
次
部
晏
然

に
し
て
、
皇
民
擾
し
き
こ
と
元
し
。
誠
に
望
ま
く
は
、
便
の
時
機
に
乗
り
、
遂
に

一
国
を
置
き
て
、
式
て
司
宰
を
樹
て
、
永
く
百
姓
を
鎮
め
む
こ
と
を
」
と
ま
う
す
。

奏
す
る
に
可
と
し
た
ま
ふ
。
是
に
始
め
て
出
羽
国
を
置
く
。

資
料
⑦
を
見
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
国
が
分
立
し
て
い
ま
す
。
和
泉
監
は
こ
の
時
、
河
内

国
か
ら
分
立
し
ま
す
が
、
ま
た
河
内
国
に
合
併
さ
れ
ま
す
。
芳
野
監
も
分
立
は
し
ま
す
が
、

そ
の
後
大
和
国
の

一
つ
の
郡
と
し
て
継
続
し
ま
す
。
能
登

。
安
房

・
石
城

・
石
背
等
の
国

も
、
合
併
さ
れ
た
り
独
立
し
た
り
す
る
と
い
う
歴
史
を
た
ど
る
国
々
で
あ
り
ま
し
て
、
丹

後

・
美
作

。
大
隅
と
は
ち
ょ
っ
と
事
情
が
異
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
後
者
の
国
の
成

立
を
も

つ
て
律
令
国
家
の
地
方
行
政
管
理
と
し
て
の
国
を
造
る
事
業
は
、　
一
応
終
わ

っ
た

資
料
⑥
ｌ

（１
）
に
よ
る
と
、
そ
の
前
の
年
の
和
銅
五
年
に
は
、
「出
羽
国
」
が

奥
国
」
か
ら
分
か
れ
て
い
ま
す
。

資
料
⑥

ｌ

（２
）
に
は
蝦
夷
を
平
定
し
て

「出
羽
国
」
を
置
い
た
こ
と
が
、
太
政
官
み

ん
な
で
協
議
し
た
話
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
国
の
成
立
と
い
う
面
か
ら
言
い

ま
す
と
、
最
終
の
事
業
で
あ
り
ま
す
。

資
料
⑥

（１
）
和
銅
五
年
十
月

冬
十
月
丁
酉
の
朔
、
陸
奥
国
最
上

・
置
賜
の
二
郡
を
割
き
て
出
羽
国
に
隷
く
。

（２
）
和
銅
五
年
九
月

太
政
官
議
奏
し
て
日
さ
く
、
「国
を
建
て
彊
を
辞
く
こ
と
は
、
武
功
の
貴
ぶ
る
と 「

陸

資
料
⑦

国
の
分
立

和
銅
五
年
九
月

和
銅
六
年
四
月

霊
亀
二
年
四
月

こ
の
こ
ろ

養
老
二
年
五
月

養
老
五
年
六
月

出
羽

（越
後

・
陸
奥
よ
り
）

丹
後
（丹
羽
よ
り
）
・
美
作
（備
前
よ
り
）
。
大
隅
（日
向
よ
り
）

和
泉
監

（河
内
よ
り
）

芳
野
監

（大
倭
よ
り
）

能
登

（越
前
よ
り
）

・
安
房

（上
総
よ
り
）

・
石
城

（陸
奥

・

常
陸
よ
り
）

・
石
背

（陸
奥
よ
り
）

諏
方

（信
濃
よ
り
）



Ъ
70‐

す
が
、
山
陰
本
道
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
山
陰
本
道
か
ら
丹
後
国
へ
通
じ
る
官

道
と
し
て
の
枝
道
を
、
図
の
よ
う
に
二
つ
造

っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
山
陽
本
道
と

山
陰
本
道
を
造

っ
た
よ
り
も
遅
か
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

丹
波
の
中
で
も
丹
後
半
島
の
こ
の
地
域
は
、
地
理
的
に
も
、
自
然
的
に
も
歴
史
的
に
も

そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
大
変
特
色
の
あ
る
地
域
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
の
古
墳
は
、
近

隣
の
他
地
域
の
も
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
浦
島
太
郎
伝
説
の
ふ
る
さ
と
で
す
。
こ

の
丹
後
に
は
、
丹
後
の
大
県
主
と
い
う
一泉
族
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
娘
は
天
皇
の
后
に
な

っ
た
人
で
す
。
大
和
の
朝
廷
と
は
、
特
に
深
く
係
わ
り
あ
い
を
持

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
な

一
体
性
を
持

っ
て
い
る
地
域
だ
と
見
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
丹
波
国
の
隣
の
若
狭
国
は
、
そ
ん
な
に
遅
れ
て
成
立
し
た
と
は
記
録
に
あ
り

ま
せ
ん
。
い
つ
成
立
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
、
奈
良
時
代
に
な
っ

て
で
き
た
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
若
狭
国
な
ど
は
、
同
じ
よ
う
に
北
陸
本
道

か
ら
外
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
成
立
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
間
が
お
こ

り
ま
す
。
本
道
か
ら
外
れ
て
い
る
国
は
全
部
成
立
が
遅
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説

明
し
き
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ま
た
個
別
の
事
情
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

今
ま
で

「美
作
国
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
方
の
鉄
に
目
を
付
け
た
中
央
政
府

が
、
吉
備
勢
力
を
背
後
か
ら
抑
え
こ
む
た
め
に
、
少
し
遷
ら
せ
て

「美
作
国
」
を
造

っ
た

の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
時
代
的
に
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
鉄
の
資
源
を
大
和
側
が
取
り
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ

以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
そ
の
た
め
に
国
を
造
る
よ
う
な
必
要
性
は

な
い
わ
け
で
す
。
立
国
さ
れ
る
べ
き
歴
史
的
、
自
然
的
条
件
を
美
作
の
地
域
は
備
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
山
陽
道
の
大
市
か
ら
美
作
国
府
ま
で

の
官
道
で
あ
る
美
作
道
の
整
備
が
遅
れ
た
た
め
に
、
備
前
国
か
ら
の
分
国
と
い
う
こ
と
に

(10)



上
に
置
け
る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
い
つ
の

時
代
か
わ
か
ら
な
い
の
で
は
、
ど
ん
な
に
り
っ
ぱ
な
も
の
で
も
歴
史
の
資
料
に
は
な
ら
な

い
か
ら
で
す
。

「吉
備
道
」
に
つ
い
て
の
も
う

一
つ
の
考
え
方
は
、
道
制
と
い
う
行
政
区
画
が
あ
る
時

期
に
施
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
十
分
あ
り
得
る
考
え
方
で
す
が
、
そ
れ
か

ら
派
生
す
る
問
題
の
重
要
性
も
あ
り
、
今
後
よ
く
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

五
、
美
作
国
の
成
立

美
作
道
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
山
陽
道
よ
り
遅
れ
て
造
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
の
出
雲
街
道
と
い
う
も
の
は
、
昔
か
ら
あ
り
ま

し
た
鉄
の
道
で
す
。
古
い
時
代
か
ら
、
美
作
の
鉄
に
は
大
和
の
朝
廷
は
大
変
関
心
を
示
し

ま
し
た
。
そ
の
鉄
を
通
ん
だ
道
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
官
道
と
し
て
整
備
し
駅
を
造

っ
た
の
は
、
「美
作
国
」
を
造
る
こ
と
と
関
係
し
、
山
陽
道
よ
り
遅
れ
て
造

っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「丹
後
国
」
の
場
合
も

一
緒
の
事
情
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

山
陽
道
は
か
な
り
あ
ち
こ
ち
で
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
幅
十
傷
く
ら
い
で
直
線
的
な

ん
で
す
。
地
形
に
沿

っ
て
曲
が
り
く
ね
る
よ
う
な
道
で
は
な
い
ん
で
す
。
山
が
あ
る
と
、

そ
れ
を
切
り
通
し
て
造
る
。
直
線
道
路
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
大
変
な
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
以
外
と
早
く
廃
れ
る
と
思
い
ま
す
。
国
家
の
力
が
あ
る
時
に
は
維
持
で
き
ま
す
が
、

そ
れ
が
な
く
な
っ
た
ら
廃
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
山
陽
道
は
外
国
の
使
節
を
迎
え
入
れ
る
道

路
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
特
に
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
道
を
造

っ
た
時
期
は
、

天
武
天
皇
の
終
わ
り
く
ら
い
の
頃
で
す
。

「出
羽
国
」
を
陸
奥
国
か
ら
割
い
た
事
情
は
、
「蝦
夷
」
の
平
定
と
い
う
も
の
が
あ
る

程
度
進
ん
で
、
そ
の
地
域
に
国
を
造
る
条
件
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

「大
隅
国
」
を
日
向
国
か
ら
割
い
て
置
い
た
こ
と
と
通
ず
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
大
隅

国
を
置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
隼
人
が
反
乱
を
起
し
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
平
定
す
る
。
つ

ま
り
、
辺
境
の
蝦
夷
あ
る
い
は
隼
人
の
平
定
が
、
「出
羽
国
」
あ
る
い
は

「大
隅
国
」
を

造

っ
た
こ
と
と
関
係
し
た
も
の
と
思
う
の
で
す
。

丹
後
国
と
か
美
作
国
の
成
立
は
、
そ
れ
と
は
ち
ょ
っ
と
事
情
が
違
う
と
思
う
の
で
す
。

私
は
先
程
、
「国
」
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
に
は
、
そ
の
地
域
の
自
然
的
あ
る
い
は
歴

史
的
な

一
体
性
と
い
う
も
の
が
前
提
に
あ
る
だ
ろ
う
と
、
申
し
上
げ
ま
し
た
。
要
す
る
に

歴
史
的

一
体
性
、
つ
ま
り

「美
作
国
」
は
、
備
前
国
の
南
の
方
と
は
違
う

一
体
性
が
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
よ
く
鉄
と
陶
棺
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
説
明
で
き
る
か
、
疑
間
に
思
い
ま
す
し
、
今
後
よ
く
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
備
前
国
の
南
と
は
違
う
、
歴
史
的
な

一
体
性
と
い
う
も
の

が
あ

っ
て
、
な
お
か
つ
山
陽
道
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
い
う
、
地
理
的
要
因
が
あ
り
ま
す
。

「国
」
を
造
る
と
い
う
の
は
、
都
と
ど
う
道
路
で
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
「都
」
を
造
る
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。ち

ょ
う
ど
、
藤
原
京
が
造
ら
れ
の
は
こ
の
時
代
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
全
国
に
道
を
走

ら
せ
る
。
「す
べ
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通
ず
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
の
道
は
都
に

通
ず
と
い
う
こ
と
で
、
行
政
的
な
道
路
で
あ
る

「官
道
」
を
全
国
に
造

っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
と

「国
」
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
思
想
、
考
え
方
な
ん
だ
と
思
う
わ
け

で
す
。
そ
れ
は
、
中
央
か
ら
貴
族
を
国
司
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
と
、
重
な
る
話
で
あ
り

ま
す
。

地
図
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
美
作
道
は
、
山
陽
本
道
の
大
市

（今
の
姫

路
市
）
か
ら
分
か
れ
て
、
美
作
国
府

へ
と
通
じ
る
道
で
す
。
播
磨
国
に
は

「越
部
」
と

「中
川
」
と
い
う
駅
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
丹
後
の
場
合
は
、
丹
波
か
ら
分
か
れ
た
わ
け
で



え
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
、
軍
口
備
道
中
国
」
の
木
簡
は
、
国
の
成
立
の
も
と
の
形
を
伺
わ
せ
る
資
料

と
し
て
は
使
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
従

っ
て
、
コ
ロ備
道
中
国
」
の
よ
う
な
表
現

は
、
国
が
成
立
し
た
後
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
、　
一
応
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
難
し
い
の
は
、
「岐
比
乃
美
知
乃
久
知
」
と
か

「吉
備
乃
美
知
乃
之
利
」
の

「美
知
」

の
意
味
が
、
「
ロ
ー
ド
」
と
い
う
意
味
の

「道
」
だ
と
、
簡
単
に
考
え
て
よ
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り

「吉
備
之
美
知
」
と
い
う
道
路
の
行
政
単
位
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を

「
口
」

「中
」
「尻
」
に
分
け
た
と
、
そ
う
考
え
て
よ
い
か
で
す
。

で
は
、
道
路
を
分
け
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

資
料
④
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
天
武
十
二
年

（六
人
三
）
、
十
三
年
、
十

四
年
の
三
ケ
年
に
わ
た

っ
て
、
大
変
注
目
す
べ
き
記
事
が
出
て
き
ま
す
。
「国
」
の
成
立

と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
大
変
重
要
な
記
事
で
す
。
（１
）
は
工
位
の
伊
勢

王
以
下
、
何
人
か
の
役
人
が
、
工
人
、
技
術
者
な
ど
を
連
れ
て
、
国
々
の
境
を
決
め
さ
せ

る
工
事
を
や
つ
た
が
、
こ
の
年
に
事
業
は
終
わ
ら
な
か

っ
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。

十
二
月
に
行

っ
て
、
そ
の
年
に
こ
の
大
事
業
が
終
わ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
（２
）
は

翌
年
の
天
武
十
三
年
十
月
に
も
同
じ
人
達
を
派
遣
し
て
、
や
は
り
同
じ
事
業
を
さ
せ
て
い

る
記
事
で
す
。
さ
ら
に

（３
）
を
見
ま
す
と
、
天
武
十
四
年
の
十
月
に
も
、
同
じ
人
を
ま

た
東
国
に
派
遣
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
国
の
境
を
定
め
た
こ
と
は
何
も
書
い
て
あ
り

ま
せ
ん
。
多
分
、
同
じ
人
で
同
じ
事
業
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
国
の
境
を
定
め
る
事

業
を
す
る
た
め
に
派
遣
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

国
の
境
を
定
め
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

必
ず
し
も
川
筋
で
国
の
境
を
決
め
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
国
境
を
定
め
る
の
に
あ
る

一
つ
の
纏
ま

っ
た
自
然
的
な
地
形
環
境
は
、
大
き
な
要
因
と
は
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
や
は
り
、
そ
の
地
域
に
昔
か
ら
形
成
さ
れ
て
来
た

資
料
④

（１
）
天
武
十
二
年

十
二
月
の
甲
寅
の
朔
丙
寅
に
、緒
王
五
位
伊
勢
王
・大
錦
下
羽
田
公
人
國
・小
錦
下

多
臣
品
治

・
小
錦
下
中
臣
連
大
嶋
、
井
て
判
官

・
録
史

・
工
匠
者
等
を
遣
し
て
、

天
下
に
巡
行
き
て
、
諸
國
の
境
堺
を
限
分
ふ
。
然
る
に
是
年
、
限
分
ふ
に
堪
へ
ず
。

（２
）
天
武
十
三
年
十
月

幸
巳

（三
日
）
に
、
伊
勢
王
等
を
遣
し
て
、
諸
国
の
堺
を
定
め
し
む
。

（３
）
天
武
十
四
年
十
月

己
丑

（十
七
日
）
に
、
伊
勢
王
等
、
亦
東
囲
に
向
る
。
困
り
て
衣
袴
を
賜
ふ
。

歴
史
的
な
文
化
の
同

一
性
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
基
礎
と
な

っ
て
、
国
の
境

と
い
う
も
の
が
決
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
時
に
、
何
処
か

ら
何
処
ま
で
が

「備
前
」
の
範
囲
で
、
何
処
か
ら
何
処
ま
で
が

「備
中
」
の
範
囲
か
を
決

め
る
場
合
に
、
道
路
を
通
す
こ
と
の
意
味
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
団

子
の
串
刺
し
み
た
い
な
も
の
で
す
。
備
前
、
備
中
、
備
後
の
よ
う
な
、
あ
る

一
つ
の
文
化

圏
の
中
の

「国
」
を
分
け
る
場
合
に
は
、
真
ん
中
に
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

（道
路
）
を
通

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
事
な
国
の
境
を
定
め
る
事
業
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。山

陽
道
を
い
つ
通
し
た
か
、
美
作
道
を
い
つ
通
し
た
か
は
、
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

将
来
、
発
掘
調
査
で
わ
か
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
調
査
で
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
土
器

が
決
め
手
に
な
り
ま
す
。
戦
後
の
考
古
学
の
成
果
で
、
土
器
は
か
な
り
細
か
く
編
年
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
七
世
紀
と
か
人
世
紀
と
か
の
時
代
で
す
と
、
大
体
二
十
年
か
ら

十
五
年
単
位
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
考
古
遺
物
が
年
表
の



５
に

「吉
備
道
中
国
加
夜
評

・
葦
守
里
俵
六
□
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
葦
守
と
は

今
の
岡
山
市
足
守
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
他
の
も
の
に
は
国
名
が

出
て
こ
な
い
の
に
、
吉
備
国
に
お
い
て
は
国
名
が
出
て
き
て
い
る
、
と
い
う
の
が

一
つ
。

も
う

一
つ
は
、
国
名
の
書
き
方
が

「備
中
国
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
ず
に
、
軍
口備
道
中

国
」
と
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「備
中
国
」
と
い
う
の
は
も
と
も
と

「吉
備
道
中

国
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
省
略
さ
れ
た
形
で

「備
中
国
」
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
ま
す
。

四
、
道
と
国
境

資
料
③
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
『和
名
抄
』
の
抜
粋
で
す
。
『和
名
抄
』

は
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
百
科
辞
典
で
あ
り
、
国
語
辞
典
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
す
ば

ら
し
い
辞
典
で
す
。
色
々
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
日
本
全
国
の

「国
」
ご
と
に

「郡
」
の
名
前
が
挙
が
り
、
「郡
」
ご
と
に

「村
」
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
古
代
に
村
が
ど
れ
だ
け
あ

っ
た
か
な
ど
が
、　
一
日
で
わ
か
り
ま
す
。
「山
陽
囲
第
五

十
七
」
の
備
中
の
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
下
に

「吉
備
乃
美
知
乃
奈
加
」

と
読
み
方
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
備
前
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「岐
比
乃
美
知
乃
久

知
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「久
知
」
は
、
入
日
の

「
口
」
で
あ
り
ま
す
。
最
初
は
入
日
、

そ
の
次
に

「中
」
が
あ

っ
て
、
備
後
は

「吉
備
乃
美
知
乃
之
利
」
と
あ
り
ま
す
。
「之
利
」

は

「尻
」
で
、
終
わ
り
の
こ
と
で
す
。
「岐
比
乃
美
知
乃
久
知
」
コ
ロ
備
乃
美
知
乃
奈
加
」

「吉
備
乃
美
知
乃
之
利
」
は
、
備
前

・
備
中

・
備
後
の
正
式
な
国
の
呼
び
方
な
ん
で
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
ん
で
す
よ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
呼
び
方
の
元
の
姿
が
、
先

に
言
い
ま
し
た
木
簡
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
天
武
天
皇
の
時
代
の
木
簡
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
頃
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
国
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
ず

ば
り
示
す
資
料
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か

は
な
か
な
か
解
釈
が
む
つ
か
し
い
の
で
す
。　
一
方
に
お
い
て
は
、
「国
」
と
い
う
も
の
が
成

資
料
③

北
陸
國
第
二
十
五

若
狭

（和
加
佐
）
越
前

（古
之
乃
三
知
乃
久
知
）
加
賀

（弘
仁
十
四
年
割
越
前
囲

置
之
）
能
登

（霊
亀
二
年
割
中
國
置
之
）
越
中

（古
之
乃
三
知
乃
奈
加
）
越
後

（古
乃
美
知
乃
之
利
）
佐
渡

山
陰
國
第
五
十
六

丹
波

（太
逃
波
）
丹
後

（太
述
波
乃
美
知
乃
之
利
）
但
馬

（太
知
高
）
囚
幡

（以

奈
波
）
伯
者

（波
々
岐
）
出
雲

（以
豆
毛
）
石
見

（以
波
美
）
隠
岐

（於
岐
）

山
陽
國
第
五
十
七

播
磨

（波
里
萬
）
美
作

（美
萬
佐
加
）
備
前

（岐
比
乃
美
知
乃
久
知
）
備
中

（吉

備
乃
美
知
乃
奈
加
）
備
後

（吉
備
乃
美
知
乃
之
利
）
安
藝
周
防

（須
波
宇
）
長
門

（奈
加
度
）

西
海
画
第
二
十
九

筑
前

（筑
紫
乃
三
知
乃
久
知
）
筑
後

（筑
紫
乃
三
知
乃
之
里
）
肥
前

（比
乃
三
知

乃
久
知
）
肥
後

（比
乃
美
知
乃
之
利
）
豊
前

（止
典
久
逃
乃
美
知
乃
久
知
）
豊
後

（止
典
久
速
乃
美
知
乃
之
利
）
日
向

（比
宇
加
）
大
隅

（於
保
須
美
）
薩
摩

（散

豆
高
）
壱
岐
島

（由
岐
）
封
馬
島

（都
之
高
）

立
し
て
い
な
い
所
も
あ
る
。　
一
方
に
お
い
て
は
、
吉
備
の
よ
う
に
、
「国
」
が
成
立
し
て

い
る
所
も
あ
る
。
大
体
、
天
武
天
皇
ぐ
ら
い
の
時
代
に

「国
」
と
い
う
も
の
が
、
形
を
整

(7)



全
部
揃

っ
た
形
で
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
「評
」
と
い
う
の
は
、
「郡
」
の
古
い
段
階
の

書
き
方
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
５
、
６
、
７
、
８
、
９
な
ど
は
国
が
あ
り

ま
せ
ん
。
５
は

「佐
為
評
」
、
佐
位
郡
で
す
。
関
東
の
上
野
国
の
郡
で
す
。
７
の
資
料
の

「野
五
十
戸
」
と
い
う
の
は
、
国
も
郡
も
な
く
て
村
の
名
前
だ
け
で
す
。
「野
」
は
若
狭
国

遠
敷
郡
、
今
の
小
浜
の
近
く
の
村
の
名
前
で
す
。
８
は

「三
形
五
十
戸
」
。
こ
れ
は
若
狭

国
の
三
方
郡
で
す
が
、
こ
れ
に
は
国
が
あ
り
ま
せ
ん
。
「郡
」
（評
）
か
ら
始
ま

っ
て
い
ま

す
。
９
も
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
３
を
除
き
ま
す
と
、
大
部
分
が
国
の
名
前
が
な
い
表
記

に
な

っ
て
い
ま
す
。
二
十
年
ぐ
ら
い
の
堆
積
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
３
は
二
十
年
の

中
で
も
多
分
新
し
い
段
階
の
も
の
に
属
し
て
い
る
思
わ
れ
ま
す
。
従

っ
て
、
３
以
外
の
も

の
は
、
「国
」
と
い
う
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
成
立
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
比
較
的
新
し
く
出
て
き
た
資
料
で
す
。

資
料
②

（４
）
飛
鳥
寺

一
九
九

一
十

一
次
調
査
出
土
木
簡

１
　
二
月
十
九
日
詔
小
刀
二
日
　
　
針
二
日

２
　
大
伯
皇
子
宮
物
　
大
伴
□

・
・
・
一
品
井
五
十
□

３
　
石
川
宮
鐵

４

・
加
佐
評
春
□

。
Ｙ
百
□
□
□

・
吉
備
道
中
国
加
夜
評

・
章
守
里
俵
六
□

・
加
毛
評
杵
原
里
人

， 畑噸
鉄
□俵

７
　
湯
評
伊
波
田
人
葛
木

マ
鳥

。
湯
評
大
井
五
十
戸

・
凡
人
マ
己
夫

湯
評
井
刀
丈
マ
首
□

阿
止
伯
マ
大
容

五
十
戸
　
鵜
人
マ
犬
万
呂

里
鐵

荒
田
マ
首
羊
俵

・
十
月
五
日
立
家
安
磨
呂
四

・
□
　
五
十
三
　
五
十

（５
）
癸
未
年
七
月
三
野
大
野
評
阿
漏
里

資
料
②

ｌ

（４
）
は
飛
鳥
寺

一
九
九

一
十

一
次
調
査
で
出
土
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
調

査
は
飛
鳥
寺
の
中
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
飛
鳥
寺
の
東
南
に
飛
鳥
池
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

近
世
に
造
ら
れ
た
新
し
い
池
で
す
。
大
和
の
池
は
深
く
掘

っ
て
水
を
溜
め
る
の
で
は
な
く

て
、
回
り
に
堤
防
を
築
い
て
水
を
溜
め
る
方
式
の
も
の
で
す
か
ら
、
下
の
遺
構
は
ほ
と
ん

ど
残

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
資
料
で
す
。
こ
れ
は
先
程
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ

ぐ
ら
い
の
時
期
で
、
天
武

・
持
統
天
皇
の
時
代
、
す
な
わ
ち
六
七
〇
年
代
か
ら
六
九
〇
年

代
く
ら
い
に
か
け
て
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
く
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

４
は

「加
佐
評
」
と
あ
り
ま
す
。
丹
後
の
加
佐
郡
、
舞
鶴
の
あ
た
り
で
す
。
６
は

「加

毛
評
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
処
の
加
毛
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
加
毛
郡
と
い
う
の
は
日
本
全

国
に
か
な
り
多
く
あ
り
ま
す
。
７
～
９
に
は

「湯
評
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
伊
予
国
、

道
後
温
泉
、
温
泉
郡
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
国
と
い
う
も
の
が
表
記
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

13  12  11 10  9

□
漏
人
　
　
□
□
□

〔阿
己
　
　
　
　
　
〔米
こ



16  15        14  13  12

資
料
②

（３
）
飛
鳥
京
跡
第

一
三

一
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡

10

丁
丑
年
四
月
生
六
日

即
了
□

〔五蝸
担
〕

川
奈
封
叫
中

者
生

籠
十
八
列

二
□
□
□
□

元
耶
志
国
仲
評
中
里
布
奈
大
贄

一
斗
五
升

〔丁
ヵ
〕

碓
日
評
□
大
□
少
丁

鹿
〔週彰
比

佐
為
評

一
斗

奈
須
評

□

一
斗

野
五
十
戸

三
形
評

〔膠
早方
五十
戸

凡
人
□
□五

十
戸

知
　
佐
郡

一
半
五
升

〔磨
ヵ
〕

秦
勝
黒
□

秦
勝
人
二
人
井
二
半

三
形
五
十
戸
生
マ
子
知

調
田
比
煮

一
斗
五
升

〔了
ヵ
〕

□
等
　
　
　
□

巳

・
伊
具
比
□
□
□
□

・
□
　
　
　
　
　
□

癸
巳
年
□諸

人
秦
人
若
末
呂
三
斗

・
戸
□

，
一剛

〔左
ヵ
〕

□
部
主
寸
得
安
　
□

三
枝

一
番
北
の
部
分
で
す
。
こ
の
宮
殿
跡
の
西
に
は
、
飛
鳥
川
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
飛

鳥
川
に
排
水
を
す
る
石
組
の
溝
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
石
組
の
溝
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に

大
き
な
規
模
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
幅
が
二
研
く
ら
い
、
下
幅
で
七
十
オン
く
ら
い
の
Ｖ
字

形
の
溝
で
護
岸
に
玉
石
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
溝
の
堆
積
は
そ
ん
な
に
長
い
時
間

の
堆
積
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
二
十
年
ぐ
ら
い
に
亘
っ
て
の
堆
積
で
、
天
武
天
皇
の
時
代

か
ら
持
統
天
皇
の
中
頃
の
時
代
ぐ
ら
い
ま
で
で
あ
り
ま
す
。
資
料
　
は
そ
の
堆
積
土
中
か

ら
出
た
木
簡
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
年
記
の
あ
る
も
の
が
二
点
あ
り
ま
す
。
１
の
丁

丑
年
は
、
天
武
六
年

（六
七
七
）
で
す
。
こ
の
木
簡
は
比
較
的
溝
の
下
の
方
に
堆
積
し
て

い
ま
し
た
。
１
２
の
癸
巳
年
は
持
統
七
年

（六
九
三
）
で
す
。

３
の
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「元
耶
志
国
」
と
あ
り
ま
す
。
後
に

は

「武
蔵
国
」
と
書
き
ま
す
。
「む
さ
し
」
と
い
う
日
本
語
を
万
葉
が
な
風
に
漢
字
の
音

で
表
し
た
の
が

「
元
耶
志
」
で
あ
り
ま
す
。
元
耶
志
国
の
仲
の
評
の
里
、
布
奈
、
つ
ま
り
、

魚
の
鮒
を
大
贄
と
し
て

一
半
五
升
だ
し
た
。
大
贄
と
い
う
の
は
、
天
皇
に
差
し
出
す
食
べ

物
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
に
元
耶
志
国
の
中
の
評
の
里
、
後

の
ま
さ
に
律
令
制
の
地
方
行
政
の
区
画
で
あ
り
ま
す
。
「国

・
評

・
里
」
と
い
う
も
の
が
、



そ
れ
だ
け
で
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
か
る
範
囲
で
省
略
を
す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
普
通
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
役
人
達
は
、
政
府

の
指
示
に
基
い
て
、
そ
の
地
域
の
地
名
を
、
そ
の
時
代
の
書
き
方
に
応
じ
て
書
い
た
も
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
日
で
資
料
②
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（１
）
は
木
簡
と
し
て

は

一
番
最
初
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
表
に
は

「白
髪
部
五
十
戸
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

白
い
髪
の
部
、
頭
が
白
い
か
ら
白
髪
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
白
髪
と
い
う
名
前
を
名
乗
る

天
皇
が
い
ま
し
た
。
清
寧
天
皇
で
す
。
だ
い
た
い
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
の
天
皇
で
す
。
清

寧
天
皇
と
い
う
呼
び
方
は
、
昭
和
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
、
死
ん
だ
後
に
与
え
ら
れ
る
名
前

で
あ
り
ま
す
。
天
皇
の
徳
を
称
え
る
よ
う
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
る
名
前
で
す
。
生
前
、

清
寧
天
皇
は
白
髪

（し
ら
が
）
の
大
王
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
天
皇
が
髪
が
白
か

っ
た

か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
天
皇
の
都

（宮
殿
）
が
大
和
国
十
市
郡
の
白
香

谷

（し
ら
か
だ
に
）
と
い
う
所
に
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
地
名
を
取

っ
て
白
髪
と
い
う
名
前

に
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
白
髪
部
と
い
う
の
は
そ
の
天
皇
の
部
の
民
な
ん
で
す
。
で
す

か
ら
、
清
寧
天
皇
の
時
代
で
あ
る
五
世
紀
の
終
わ
り
頃
の
部
の
民
が
白
髪
部
で
あ
り
ま
し

て
、
こ
の
白
髪
部
が
た
く
さ
ん
集
ま

っ
て
い
る
村
を
後
に

「白
髪
部
五
十
戸
」
と
い
う
ふ

う
に
い
い
ま
す
。
五
十
戸
と
い
う
の
は
、
五
十
軒
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
政
府
は
五

十
軒
の
家
を

一
つ
の
村
に
す
る
と
い
う
政
策
を
大
化
改
新
以
後
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
中

国
や
朝
鮮
の
村
の
形
式
に
な
ら

つ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

裏
に
書
い
て
あ
る

「破
」
と
い
う
字
は
辞
書
に
な
い
字
で
あ
り
ま
す
。
右
の
作
り
が
皮

で
あ
り
ま
す
の
で
、
何
か
皮
製
品
か
な
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

皮
製
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ス
キ

・
ク
ワ
の

「銭
」
で
す
。
「鉦
」
と
同
じ
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
木
簡
は
鉄
製
の
Ｕ
字
形
鋤
先
十
日
の
東
に
付
け
た
も
の
で
す
。

こ
れ
を
都
に
送
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
日
本
全
国
に
は
白
髪
部
村

（郷
の
こ
と
）
と
い
う

の
は
相
当
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
こ
の
白
髪
部
村
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
銭
を
出
し
て
い
る
白
髪
部
村
と
い
う
の
は
、
吉
備
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
従

っ
て
、
備
中
国
の
白
髪
部
村
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
総
社
市
の

真
壁
あ
た
り
で
す
。
奈
良
時
代
の
終
わ
り
頃
、
光
仁
天
皇
の
皇
子
名
は
白
壁

（白
髪
部
）

で
し
た
。
そ
の
白
髪
部
皇
子
が
天
皇
の
位
に
つ
い
た
時
に
、
そ
の
名
前
が
全
国
の
村
の
名

に
あ
る
と
い
う
の
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
の
で
、
白
髪
部
を
真
髪
部

（真
壁
）
に
変
え
た

わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
荷
札
は
こ
の
あ
た
り
の
も
の
と
結
論
づ
け
て

い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
荷
札
に
は
、
吉
備
国
と
か
、
も

っ
と
大
き
い
単
位
の
行
政
区
画
の
名
前
が
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
が
、
先
の

「大
井
鍬
」
の
よ
う
に
省
略
し
た
も
の
と
は
、
私
に
は
思
え
な
い

の
で
す
。
こ
の

一
片
の
木
簡
か
ら
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
も
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
後
に
い
ろ
い
ろ
出
て
き
た
木
簡
を
見
ま
す
と
、
ど
う
も
省
略
で
は
な
く
て
、
そ
の
上

の
行
政
組
織
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
ち
や
ん
と
成
立
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
木
簡
に
は
年
記
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、　
一
緒
に
出
て
き
た
木
簡
な
ど
か
ら
天

智
天
皇
の
時
代
の
か
な
り
早
い
時
期
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
時
期

に
は
、
ど
う
も
上
の

「国
」
と
か

「郡
」
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

書
か
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
組
織
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
し
た
形
で
成
立
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
私
は
考
え
ま
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
す
る
人
は
む

し
ろ
少
数
で
あ
り
ま
す
。

資
料
②
ｌ

（３
）
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
飛
鳥
京
跡
第

一
三

一

次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
で
す
。
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
調
査
を
し
て
、
成
果

を
発
表
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
木
簡
は
飛
鳥
京
跡
か
ら
出
た
も
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
場

所
か
ら
出
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
飛
鳥
渾
御
原
宮
跡
と
称
さ
れ
て
い
る
宮
殿
遺
跡
の

(4)



石
川
王
が
、
吉
備
で
死
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。

（４
）
は
、
信
濃
国
と
吉
備
国
が

「
五
穀
登

（み
の
）
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
朝
廷
に

報
告
を
し
て
い
ま
す
。
天
武
十
年
で
す
か
ら
六
人

一
年
で
あ
り
ま
す
。
軍
口
備
国
」
と
あ

る
か
ら
に
は
、
ま
だ
備
前
も
備
中
も
備
後
も
成
立
し
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
先
程
の

（２
）
の

「備
後
国
」
と
い
う
も
の
と
、
こ
の
時
の

「吉
備
国
」
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え

た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
古
代
史
研
究
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
問

題
は
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
後
の
律
令

制
の
国
制
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
は
っ
き
り
登
場
し
て
く
る
の
は
、
（５
）
の

文
武
元
年

（六
九
七
）
の
史
料
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
播
磨

・
備
前

・
備
中
そ
の
他

の
国
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
間
違
い
な
く
、
「美
作
国
」
に
相
当
す
る
よ
う

な

「国
」
と
い
う
単
位
が
成
立
し
て
い
た
と
見
て
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

三
、
木
簡
は
語
る

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の

「国
」
は
い
つ
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

残
念
な
が
ら

『
日
本
書
記
』
に
は
国
の
成
立
を
示
す
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
何

か
手
が
か
り
に
な
る
資
料
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
あ
げ
た
も
の
が
資
料
②
で
あ
り
ま

す
。こ

れ
は

「木
簡
」
の
資
料
で
す
。
「木
簡
」
と
い
う
の
は
木
の
札
に
字
を
書
い
た
も
の

で
、
平
城
宮
跡
や
藤
原
宮
跡
、
あ
る
い
は
飛
鳥
な
ど
の
色
々
な
遺
跡
か
ら
出
て
き
ま
す
。

近
頃
は
、
全
国
各
地
の
遺
跡
か
ら
も
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
紙
と
い
う
も
の
が
大
変

貴
重
で
あ

っ
た
時
代
、
木
を
削

っ
て
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
や
り
ま
し
た
。
そ

の
知
識
は
お
そ
ら
く
、
中
国
や
朝
鮮
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
紙
が
作

ら
れ
始
め
た
の
は
お
そ
ら
く
七
世
紀
代
の
初
め
、
推
古
天
皇
の
時
代
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
本
格
的
に
紙
を
使

っ
て
記
録
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
七
世
紀
代
に
は
ま
だ
、

あ
ま
り
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
紙
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
本
の
札
に
文
字

を
書
く
と
い
う
こ
と
を
や
つ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
税
金
と
し
て
納
め
る
各

地
の
特
産
物
に
付
け
た
荷
札
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
ど
こ
の
地
域
の
ど
う
い
う

人
が
、
何
を
ど
れ
だ
け
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
中

で
、
古
い
時
代
の
も
の
を
資
料
②
に
あ
げ
て
い
ま
す
。

資
料
②

（１
）

。
白
髪
部
五
十
戸

・
跛
十
日

（２
）
１

・
吉
備
中
国
下
道
郡

〔季
と

矢
田
里
矢
田
マ
刀
祢
□

３

・
吉
備
道
中
国
加
疲
評

・
葦
守
里
俵
六
□

４
　

（備
前
国
）

。
各
道
前
囲
勝
間
田
郡

５
，鴨
里
田
刑如
田

木
簡
は
そ
の
地
域
の
役
人
達
が
都
に
送
る
品
物
に
付
け
た
荷
札
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
フ
ル
ネ
ー
ム
で
書
い
て
い

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
荷
札
を
書
く
の
に
、
受
け
取
る
中
央
政
府
の
方
が
わ
か

る
範
囲
で
、
あ
る
程
度
省
略
を
す
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
平
城
宮
跡
か
ら

出
て
き
た
木
簡
で
す
が
、
備
中
国
の
加
夜
郡
大
井
郷
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
鍬
に
つ
け
た
札

に
は
、
「備
中
国
加
疲
郡
」
を
省
略
し
て

「大
井
鍬
」
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
す
。
備
中

鍬
に
あ
た
る
も
の
を
、
「大
井
鍬
」
と
書
い
て
送

っ
て
き
て
い
る
例
で
す
。
中
央
政
府
は

藤
原
宮
東
大
溝

飛
鳥
寺
東
南
方

藤
原
京
東
大
溝



戊
午

（二
十
七
日
）
是
の
日
に
、
信
濃
囲

・
吉
備
囲
、
並
に
言
さ
く
、
「霜
降
り
、

亦
大
風
ふ
き
て
、
五
穀
登
ら
ず
」
と
ま
う
す
。

（５
）
文
武
天
皇
元
年
間
十
二
月
己
亥

（七
日
）

播
磨

・
備
前

。
備
中

・
周
防

・
淡
路

・
阿
波

・
讃
岐

。
伊
豫
等
の
国
飢
ゑ
ぬ
。
こ

れ
に
賑
給
す
。
ま
た
負
せ
る
税
を
収
む
る
こ
と
勿
か
ら
し
む
。

資
料
①

ｌ

（１
）
か
ら

（５
）
ま
で
は
、
美
作
を
含
む
吉
備
の
地
域
の

「国
」
と
い
う

も
の
が
、
政
府
の
正
式
な
記
録
で
あ
る

『
日
本
書
記
』
や

『続
日
本
記
』
に
ど
ん
な
形
で

書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
史
料
で
す
。

（１
）
は

『
日
本
書
記
』
で
、
壬
申
の
乱
の
時
の
話
で
あ
り
ま
す
。
近
江
方
の
大
友
皇

子
側
が
、
こ
の
戦
い
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て
吉
備
国
や
筑
紫
国
に
使
い
を
派
遣
し
て
、
自

分
の
方
に
応
援
を
し
て
く
れ
と
い
う
要
請
を
し
た
も
の
で
す
。
結
果
は
、
こ
の
国
の
守

（長
官
）
は
こ
の
申
し
入
れ
を
断

っ
た
た
め
に
、
そ
の
使
者
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で

す
。
こ
こ
に
は

「吉
備
国
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
の

「吉
備
国
」
と
、
後
に
成
立
を
見
る

「備
前
国
」
等
と
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

り
ま
す
。

（２
）
は
天
武
二
年
で
す
か
ら
、
六
七
三
年
の
史
料
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
備
後
の

国
司
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
備
後
国
の
亀
石
郡
に
お
い
て
白
雉
が
獲
れ
た
の

で
、
そ
れ
を
朝
廷
に
献
上
し
た
と
い
う
内
容
で
す
。
こ
こ
に
は

「備
後
国
」
と
出
て
く
る

わ
け
で
す
。
備
後
国
が
あ
れ
ば
、
備
前
国
も
備
中
国
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
す
。
美
作
国
は
ま
だ
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
と
考

え
ら
れ
る

「備
後
国
」
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
簡
単
に
話
は
う
ま
く

い
き
ま
せ
ん
。
（３
）
（４
）
の
資
料
を
見
て
み
ま
す
と
、
相
変
わ
ら
ず
こ
こ
に
は

「吉
備
」

が
登
場
し
ま
す
。
（３
）
に
は

「吉
備
の
大
学
」
と
あ
り
ま
す
。
吉
備
国
の
長
官
で
あ
る

ｒ

畿

羨

と
奮
漁
Ｔ
餓
嘱
め
た
攀
最

差
盗
症
警
　
ぶ麓
〆
へ
∵

汽
奪
九
弯
ね
る
種

(2)



作

の
　
成
　
手立

一
、
は
じ
め
に

ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
狩
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
、
「美
作
国
の
成
立
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す

が
、
あ
ま
り
美
作
の
こ
と
に
つ
い
て
は
勉
強
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
と
ん
で
も
な

い
よ
う
な
こ
と
を
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
少
し
違

っ
た
見
方
で
問
題
提
起
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
も
、
最
後
の
結
論
は
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
の

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
ゃ
べ
っ
て
い
く
過
程
で
そ
の
結
論
を
見
つ
け
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

そ
も
そ
も

「美
作
国
」
と
い
う
時
の

「国
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
「国
」
が
成
立

す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
問
題
を
中
心
に
、
話

を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『魏
志
倭
人
伝
』
に
も

「耶
馬
台
国
」
が
あ
り
ま
す
し
、
「奴
国
」
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
時
代
か
ら
、
「何
々
の
国
」
と
称
す
る
も
の
は
、
今
の
日
本
の
中
に
あ

っ
た
と
、
少
な

く
と
も
中
国
人
は
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
古
墳
が
最
盛
期

の
時
代
に
は
、
国
造
と
い
う
国
を
任
せ
ら
れ
た
地
方
官
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
時
の

「国
」

と
、
「美
作
国
」
が
成
立
し
た
時
代
の

「国
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い

い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
決
し
て
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
結
論

を
先
に
言
い
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
今
日
は
申
し
上
げ
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

二
、
律
令
制
の

「
国
」

律
令
制
の

「国
」
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
成
立
し
て
き
た
か
と
い
う
こ

狩

と
を
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
も
と
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料
①

（１
）
天
武
元
年
六
月

（壬
申
の
乱
）

章
那
公
磐
鍬

・
書
直
薬

・
忍
坂
直
大
摩
侶
を
以
て
、
東
囲
に
遣
す
。
穂
積
臣
百

足

・
弟
五
百
枝

。
物
部
首
日
向
を
以
て
、
倭
の
京
に
遣
す
。
且
、
佐
伯
連
男
を
筑

紫
に
遣
す
。
樟
使
主
磐
手
を
吉
備
國
に
遣
し
て
、
並
に
悉
に
兵
を
興
さ
し
む
。
”

り
て
男
と
磐
手
と
に
謂
り
て
日
は
く
、
「其
れ
筑
紫
大
宰
栗
隈
王
と
、
吉
備
國
守

営
摩
公
廣
嶋
と
、
二
人
、
元
よ
り
大
皇
弟
に
隷
き
ま
つ
る
こ
と
有
り
。
疑
は
く
は

反
く
こ
と
有
ら
む
か
。
若
し
服
は
ぬ
色
有
ら
ば
、
即
殺
せ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
、

磐
手
、
吉
備
囲
に
到
り
て
、
符
を
授
ふ
日
に
、
廣
嶋
を
給
き
て
刀
を
解
か
し
む
。

磐
手
、
乃
ち
刀
を
抜
き
て
殺
し
つ
。

（２
）
天
武
二
年
三
月

丙
戊
の
朔
壬
寅

（　
日
）
に
、
備
後
國
司
、
白
雉
を
亀
石
郡
に
獲
て
貢
れ
り
。
乃

ち
首
郡
の
課
役
悉
に
免
さ
る
。
偽
、
天
下
に
、
大
赦
し
た
ま
ふ
。

（３
）
天
武
八
年
二
月

己
丑

（九
日
）
に
、
吉
備
大
学
石
川
王
、
病
し
て
吉
備
に
亮
せ
ぬ
。
天
皇
、
聞
し

め
し
て
大
き
に
哀
び
た
ま
ふ
。
則
ち
大
恩
を
降
し
た
ま
ふ
と
、
云
云
。
諸
王
二
位

を
贈
ふ
。

（４
）
天
武
十
年
七
月

(1)
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